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１　計画策定の経過　　　

羽村市子ども・子育て会議

関係会議委員名簿と審議経過について

子ども・子育て会議条例

（設置）

第１条　羽村市（以下「市」という。）における子ども・

子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推

進を図るため、市長の付属機関として、羽村市子ど

も・子育て会議（以下「子ども・子育て会議」という。）

を置く。

 

（所掌事務）

第２条　子ども・子育て会議は、子ども・子育て支援

法（平成24年法律第65号）第72条第１項各号に掲

げる事務を処理するほか、市長の諮問に応じ、市が

実施する子ども及び子育て支援に関する施策の重

要事項に関し調査審議し、答申する。

 

（組織）

第３条　子ども・子育て会議は、委員15人以内をもっ

て組織する。

２　委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が

委嘱する。

(１)　知識経験者　２人以内

(２)　市内教育施設の代表者　２人以内

(３)　市内保育施設の代表者　２人以内

(４)　子どもの保護者　２人以内

(５)　公共的団体の代表者　３人以内

(６)　市内事業所の代表者　２人以内

(７)　市民公募委員　２人以内

（委員の任期）

第４条　委員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨

げない。

２　補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

（会長及び副会長）

第５条　子ども・子育て会議に会長及び副会長を置く。

２　会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

３　会長は、子ども・子育て会議を代表し、会務を総

理する。

４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又

は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条　子ども・子育て会議の会議（以下「会議」とい

う。）は、会長が招集し、議長となる。

２　会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くこ

とができない。

平成25年７月２日条例第26号

３　会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同

数のときは、会長の決するところによる。

（意見の聴取等）

第７条　会長は、必要があると認めるときは、委員以

外の者の会議への出席を求め、意見を聴き、又は資

料の提出を求めることができる。

 

（庶務）

第８条　会議の庶務は、子育て支援に関する事務を

所管する課において処理する。

 

（委任）

第９条　この条例に定めるもののほか、会議の組織

及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

 

付　則

（施行期日）

１　この条例は、公布の日から施行する。

（保育園運営費に係る保護者負担金審議会条例の廃

止）

２　保育園運営費に係る保護者負担金審議会条例

（昭和52年条例第38号）は、廃止する。

（羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費

用弁償に関する条例の一部改正）

３　羽村市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び

費用弁償に関する条例（昭和38年条例第17号）の

一部を次のように改正する。

（次のよう略）

付　則（令和５年３月14日条例第７号）

この条例は、令和５年４月１日から施行する。

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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委員名簿

職名 役 職 名 氏 名

委員長 　子ども家庭部長 山本　明子

副委員長 　生涯学習部長 森谷　　誠

委員 　生涯学習部参事 □川　泰弘

委員 　企画部企画政策課長

吉岡　泰孝

（～令和６年３月）

髙岡　弘光
（令和６年４月～）

委員 　企画部財政課長 平原　貞幸

委員 　市民部市民課長 柳川　慎一

委員 　産業環境部産業振興課長 池田　明生

委員 　福祉健康部社会福祉課長 梅津　忠敬

委員 　福祉健康部障害福祉課長 和田　聡子

委員 　福祉健康部健康課長 小山　和英

委員 　子ども家庭部子育て支援課長 中野　　敬

委員 　子ども家庭部子育て相談課長 関谷　美紀

委員 　子ども家庭部子育て相談課主幹

田中　茂雄

（～令和６年３月）

細谷　直美
（令和６年４月～）

委員 　生涯学習部生涯学習総務課長 中根　　勉

委員 　生涯学習部学校教育課長 伊藤　　晋

委員 　生涯学習部教育支援課長 羽村　一敏

委員 　生涯学習部生涯学習推進課長

早野　正博

（～令和６年３月）

平田　　歩
（令和６年４月～）

委員 　生涯学習部図書館長 宮沢　賢臣
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委員名簿

職名 役 職 名 氏 名

委員長 　子ども家庭部長 山本　明子

副委員長 　生涯学習部長 森谷　　誠

委員 　生涯学習部参事 □川　泰弘

委員 　企画部企画政策課長

吉岡　泰孝

（～令和６年３月）

髙岡　弘光
（令和６年４月～）

委員 　企画部財政課長 平原　貞幸

委員 　市民部市民課長 柳川　慎一

委員 　産業環境部産業振興課長 池田　明生

委員 　福祉健康部社会福祉課長 梅津　忠敬

委員 　福祉健康部障害福祉課長 和田　聡子

委員 　福祉健康部健康課長 小山　和英

委員 　子ども家庭部子育て支援課長 中野　　敬

委員 　子ども家庭部子育て相談課長 関谷　美紀

委員 　子ども家庭部子育て相談課主幹

田中　茂雄

（～令和６年３月）

細谷　直美
（令和６年４月～）

委員 　生涯学習部生涯学習総務課長 中根　　勉

委員 　生涯学習部学校教育課長 伊藤　　晋

委員 　生涯学習部教育支援課長 羽村　一敏

委員 　生涯学習部生涯学習推進課長

早野　正博

（～令和６年３月）

平田　　歩
（令和６年４月～）

委員 　生涯学習部図書館長 宮沢　賢臣
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３　用語解説　　　

ア 行

〇愛着（形成）

子供が怖くて不安なときに身近なおとな（愛着対象）が

それを受け止め、子供の心身に寄り添うことで安心感を

与えられる経験の繰り返しを通じて獲得される安心の土

台。子供に自らや社会への基本的な信頼感をもたらし、

その基本的信頼感は、自他の心の理解や共感、健やかな

脳や身体の発達を促す。また、安定した愛着は、自らや他

者への信頼感の形成を通じて、いわゆる非認知能力の育

ちにも影響を与える重要な要素であり、生きる力につな

がっていくとされている。

〇隘路

１．狭い通路。狭くて通りにくい路。

２．支障となるもの。障害。難点。

〇医療的ケア児

日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケ

ア（学校や在宅等で日常的に行われている、たんの吸引・

経管栄養・気管切開部の衛生管理等の医療行為）を受け

ることが不可欠である児童。

〇インクルーシブ保育

障害の有無にかかわらず、全ての子供が一緒に保育を受

け、その環境やかかわりにおいて、子供を分け隔てなく

包み込む（include）状態での保育。

〇インクルーシブ教育システム

人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身

体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社

会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、

障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組み。障害の

ある者が教育制度一般から排除されないこと、自己の生

活する地域において初等中等教育の機会が与えられる

こと、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要

とされている。

カ 行

資 料 編 　 　
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〇書かない窓口

市民課での転入届など、住所異動の届出をする方の異

動届出書や関連する他課に対する手続きについての届

出書等を自動作成すること。今までの紙の申請書に複数

回同じ情報（氏名・住所など）を記入することに替えて、

データ化することにより、届出書等を自動作成し、来庁者

は氏名等の情報を書かずにシステムから印字された届

出等の内容を確認し、署名する。

〇核家族

１．夫婦のみの世帯

２．夫婦と未婚の子のみの世帯

３．ひとり親と未婚の子のみの世帯

〇学校適応指導教室

（ハーモニースクール・はむら）

心理的な要因など何らかの理由により、学校へ行きたく

ても行けない小学生や中学生を対象に、体験的活動や学

習支援、基本的な生活習慣の確立等の多面的な支援を

行うことにより、児童・生徒が自ら考え、社会的な自立を

目指すための支援をする教室。

〇家庭的保育事業

保育者の居宅等で主に3歳未満の少人数の乳幼児を対

象に小規模に行われる保育。

〇教育相談室

心理の専門家の相談員（公認心理師・臨床心理士）が、子

供の育て方や発達についての悩みごとをもつ保護者の

方や子供自身の相談に応じる施設。

〇教育基本法

教育の目的及び理念並びに教育の実施に関する基本を

定めたもの。知・徳・体の調和がとれ、生涯にわたって自

己実現を目指す自立した人間、公共の精神を尊び、国

家・社会の形成に主体的に参画する国民、我が国の伝統

と文化を基盤として国際社会を生きる日本人の育成を

目指し、平成18年、新しい教育基本法が公布・施行され

た。

〇言語聴覚士

ことばによるコミュニケーションや嚥下（えんげ）に困難

を抱える人を対象に、問題の程度、発生のメカニズムを

評価しその結果に基づいて訓練、指導等を行う国家資格

による専門職。

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ
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多様な支援方法を用いて課題解決への対応を図ってい

く人材のこと。
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〇はばたきファイル

特別な支援が必要な子どもの早期（就学前）から就労に

至るまでの一貫した支援のために、関係機関との連携の

際に、情報の共有を図るためのファイルのこと。

〇羽村市公式LINE

アカウントを友だちに追加すると、子育て情報をはじめ、

イベント情報や防災情報などのくらしに関する情報の受

け取りや、子育て支援やごみの出し方の検索機能が可能。

〇羽村市長期総合計画

新たな“羽村市の未来”に向け、新しい時代の変化に対応

し、市行政の総合的かつ計画的な運営を図るための指針。

令和4年度からは第6次計画がスタートしており、実現を

目指す将来のまちの姿を「まちに広がる笑顔と活気　

もっと！くらしやすいまち　はむら」としており、５つのコ

ンセプトのもと、様々な取組が進められている。

〇羽村市の架け橋期のカリキュラム

５歳児のカリキュラムと小学校１年生のカリキュラムを一

体的に捉え、幼稚園・保育所等での遊びや生活を通した

学びと育ちを基礎として、「幼児期の終りまでに育ってほ

しい姿」を踏まえて設定し、小学校１年生が安心感をもっ

て、学校生活を送り、主体的に自己を発揮することがで

きるように工夫したカリキュラム。

〇不登校の件数

こども家庭庁が令和6年１０月に発表した、令和5年度児

童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関

する調査結果の概要では、長期欠席のうちの、小・中学

校における不登校児童生徒数は346,482人であり、前

年度から47,434人増加し、過去最多となった。 過去５

年間の傾向として、小学校・中学校ともに不登校児童生

徒数及びその割合は増加している。

〇ファミリー・サポート・センター事業

育児の手助けをしたい方（協力会員）と育児の手助けが

必要な方（利用会員）が会員登録をし、地域の中でお互い

に助け合いながら子育てをする活動。保育施設までの送

迎や保育施設・学校の放課後、学童クラブ終了後などの

保育、保護者の病気や保護者会・法事など、外出の際の

一時的な保育などのサポートが受けられる。対象は、生

後6か月以上小学校6年生までの児童。

〇プレコンセプションケア

妊娠前の女性とカップルに医学的・行動学的・社会的な

タ 行

〇特別支援学級

特別の支援を必要とする児童・生徒に対し、文部科学大

臣の定めるところにより、障害による学習上又は生活上

の困難を克服するための教育を行うための学級のこと。

〇特別支援教室

発達障害等のある児童・生徒が、在籍校において特別な

指導を受けられるよう、発達障害教育を担当する教員が

各学校を巡回して指導する教室のこと。

〇共育て

家庭内で男女ともに仕事や家事、子育てに参画すること。

ナ 行

〇認証保育所事業

児童福祉法による認可を受けていない保育施設のうち、

区市町村の設置の計画に基づき区市町村の推薦を受け、

こども家庭庁成育局長通知「認可外保育施設に対する指

導監督の実施について」（令和６年３月２９日こ成保第２０

６号）で定める要件を満たし、かつ、東京都認証保育所事

業実施要綱で定める要件を満たし、知事が認証した施設

をいう。

〇認定こども園

教育・保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両

方の良さを併せ持っている施設。

ハ 行

〇はじめの１００か月

幼児期までのこどもの育ちに係る基本的なビジョンでは、

妊娠期がおおむね１０か月、誕生から小学校就学までが

おおむね６年６か月、さらに幼保小接続の重要な時期（５

歳児から小学校１年生までの２年間）のうち小学校就学

後がおおむね１年であり、これらの人生を幸せな状態で

過ごすために重要な時期の合計がおおむね１００か月で

あることに着目し、「こどもの誕生前から幼児期までの育

ち」を支える上で見据える時期を「はじめの１００か月」と

している。
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　３　第２期子ども・子育て支援事業計画

　　　　　　　　　　　　　　　の量と確保の実績　

子どものための教育・保育

区　　分 

令和２年度 令和３年度 

1号 
2号 3号 

1号 
2号 3号 

教育希望 左記以外 0歳 1-2歳 教育希望 左記以外 0歳 1-2歳 

量の実績  303 111 799 111 492 265 122 799 87 501

確
保
の
実
績 

　特定教育・保育施設 168 - 789 117 456 438 - 789 117 456

確認を受けない
幼稚園 

1,430 - - - - 790 - - - -

幼稚園及び
預かり保育

- 111 - - - - 122 - - -

2歳児の
預かり保育事業

- - - - 6 - - - - 6

地域型保育事業 - - - 2 4 - - - 2 4

認証保育所等 - - 32 8 25 - - 32 8 25

合　計 1,598 932 127 491 1,228 943 127 491

ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙ

区　　分 

令和4年度 令和5年度 

1号 
2号 3号 

1号 
2号 3号 

教育希望 左記以外 0歳 1-2歳 教育希望 左記以外 0歳 1-2歳 

量の実績 232 94 800 86 483 208 101 810 92 462

確
保
の
実
績 

　特定教育・保育施設 378 - 789 117 456 288 - 743 114 437

確認を受けない
幼稚園 

790 - - - - 790 - - - -

幼稚園及び
預かり保育

- 94 - - - - 101 - - -

2歳児の
預かり保育事業

- - - - 6 - - - - 12

地域型保育事業 - - - 2 4 - - - 2 4

認証保育所等 - - 32 8 25 - - 32 8 25

合　計 1,168 915 127 491 1,078 876 124 478
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